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住民票を異動すると、次のようなメリットがあります。

投票は住民登録され
ている市町村で行う
必要があります。

選挙の投票
ができる

住民票の異動届（転入届等）がお済みでない方は、市役所で手続きをお願いします。

各種証明書が窓口で取得
できるほか、マイナン
バーカードを使用するこ
とで、コンビニでの取得
やオンラインでの申請が
できます。

運転免許証が
宮城県内で取得できる

公的な通知が
手元に届く

マイナンバーカードの
各種手続ができる

各種検診の案内通知が届く

検診の案内通知は住民登録され
ている住所へ郵送されます。

マイナンバーカードの取得や更新
は、住民登録がある市町村で行う
必要があります。

公的な通知の多くは、
住民登録されている
住所へ郵送されます。

石巻市への住民登録はお済みですか？

自動車運転免許証の新規取得の手続は、

住民登録がある住所と同じ県内で

行う必要があります。

住民票の写し等の
取得が容易になる

石巻市LINE公式アカウントと友達になりませんか？

石巻市LINE公式アカウントでは、各種イベント情報を配信しているほか、「ごみの出し方」や「休日当番医」などの生
活に必要な情報やいざという時に備えるための「防災情報」を簡単に探すことができますので、ぜひ、友達登録をお願
いします！

友達登録は
こちら

届く 探せる

住民票の異動届（転入届等）がお済みでない方は、市役所で手続きをお願いします。


